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「特定健康診査等 入力票」 

の様式変更について 
 
 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

 

さて､後期高齢者医療制度の健診における質問票については、従来、特定健康診査（特

定健診）に準じて「標準的な質問票」が活用されてきましたが、今般、フレイルなどの高齢

者の特性を把握するものとしては十分なものとは言えないことから、「後期高齢者の質問

票」が策定されましたので対応することといたしました。 

なお、弊社では従来、「標準的な質問票」は、国に報告が必須な１０項目で構成していま

したが、特定健診の実施保険者からの要望も踏まえ、この機会に全２２項目に変更させて

いただくことといたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 
 

■変更様式 

●２１ 特定健康診査等 入力票① 
※ 変更後の様式は「22 特定健康診査等 入力票」です。 
※ 変更前後の入力票イメージは次頁以降をご確認下さい。 
※ 北九州市国保特定健診は市専用の健診票を使用するため対象外です。 

 

■運用開始日 

●２０２０年４月１日受診日以降 
※ 変更後の入力票は現在製造中ですので、入荷次第納品させていただきます。 

 



 

 

■変更前  この様式は受診日が 2020 年 3 月 31 日までです。 

 
 
 



 
■変更後  この様式は受診日が 2020 年 4 月 1 日以降です。 

 


